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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第19期
第２四半期
累計期間

第19期
第２四半期
会計期間

第18期

会計期間
自　平成20年4月 1日
至　平成20年9月30日

自　平成20年7月 1日
至　平成20年9月30日

自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日

売上高 (千円) 3,538,134 2,278,941 8,983,906

経常利益又は経常損失（△） (千円) △ 378,850 △ 190,536 534,389

四半期(当期)純利益又は
四半期純損失（△）

(千円) △ 236,724 △ 122,963 314,783

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ─ ─ ─

資本金 (千円) ― 319,515 319,515

発行済株式総数 (株) ― 19,672 19,672

純資産額 (千円) ― 1,484,135 1,745,450

総資産額 (千円) ― 11,727,084 13,708,713

１株当たり純資産額 (円) ― 75,444.08 88,727.65

１株当たり四半期(当期)純利
益又は四半期純損失（△）

(円) △ 12,033.57 △ 6,250.69 16,108.90

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─ 15,697.60

１株当たり配当額 (円) ─ ─ 1,250

自己資本比率 (％) ― 12.7 12.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 835,330 ― △ 3,082,143

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 72,737 ― △ 625,991

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 1,842,009 ― 4,041,269

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 359,206 1,293,148

従業員数 (名) ― 65 68

(注)　1 　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　 ２　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期

　　　　　純損失のため、記載しておりません。

　　　 ３　持分法を適用した場合の投資利益については、該当する関連会社がないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　　　　　　　　　　　　　平成20年9月30日現在

従業員数(名) 65

(注) 従業員数は就業人員であります。なお、臨時従業員数は、その総数が従業員数の100分の10未満であるため

記載を省略しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

該当事項はありません。
　
　

(2) 受注実績

当第２四半期会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別の名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

不動産販売事業 1,872,420 559,055

合計 1,872,420 559,055

(注)　１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２　受注高及び受注残高については、契約時点での売上計上予定金額であり、契約時から引き渡し時の間で、契約内容

に変更等が発生した場合、実際の売上計上金額と差異が出る可能性があります。

　

　

(3) 販売実績

当第２四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別の名称 販売高(千円)

不動産販売事業 2,015,595

不動産管理事業 176,202

ゴルフ会員権事業 74,018

その他事業 13,124

合計 2,278,941

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1)経営成績の分析

当第２四半期（平成20年７月１日～平成20年９月30日）における我が国経済は、米国のサブプライム

ローン問題に端を発した金融不安が依然として解消せず、米国大手金融機関の破綻等の影響もあり、景況

感は急速に悪化してまいりました。

　当不動産業界におきましても、昨年の建築基準法の改正による影響、建築資材価格や建築代金の高騰、不

動産価格の急落、マンション発売戸数の減少・契約率の低迷、金融機関による融資姿勢の厳格化等の影響

により、当第２四半期において上場会社７社を含む不動産会社の破綻が相次ぎました。不動産経済研究所

の調査によると、当第２四半期における首都圏の新築マンション発売戸数は8,022戸と、前年同期比

46.3％減少しました。また、平成20年９月の月間契約率は60.1％と、売れ行き好調の目安とされる70％を

大きく下回りました。他方、財団法人東日本不動産流通機構の調査によると、首都圏の中古マンションの

平成20年９月の成約件数は2,506件（前年同月比5.25％増加）で、５ヶ月連続の増加となっております。

　このような環境の中、当社は自社の特徴である「脱・特化」型ビジネスのポートフォリオにより、特定

の事業領域に特化せず、多様な商品創作を行うことで、リスクを分散し、安定成長を図ってまいりました。

 

当社の主な事業における第２四半期事業部門別の業績を示すと、次の通りであります。

 

不動産販売事業における新築不動産では、デベロップメント業務において、新築マンション「ラ・アト

レ大宮土呂」（さいたま市北区）１戸、「ラ・アトレ横濱鶴見Ⅱ」（横浜市鶴見区）10戸、「ラ・アトレ

中青木」（埼玉県川口市）1戸、ランドプロジェクト業務においては「吉祥寺南町ランドPJ」（東京都武

蔵野市）１区画、「等々力１丁目PJ」（東京都世田谷区）１区画、新築マンション販売業務においては

「インプレスト東浦和」（埼玉県川口市）10戸を引き渡すことで、売上高983百万円を達成しました。再

生不動産では、リニューアルマンション販売業務においてリニューアルマンションを27戸引き渡すこと

で、売上高1,031百万円となりました。

  不動産管理事業では、収益用固定資産と賃貸中販売用不動産の受取家賃を中心に、売上高176百万円と

なりました。

 

以上の結果、当第２四半期の業績は、売上高2,278百万円、営業損失113百万円、経常損失190百万円、四半

期純損失122百万円となりました。

 

(2)財政状態の分析

当第２四半期末の総資産は前事業年度末に比べ、1,981百万円減少し、11,727百万円となりました。これ

は物件の売却によりたな卸資産が1,112百万円減少したこと、長短借入金合計1,765百万円が減少したこ

とに伴い現預金が1,010百万円減少したこと等によるものであります。

　また、当第２四半期末の負債合計は、借入金の返済により短期借入金が845百万円、長期借入金（１年以

内返済予定の長期借入金を含む）が919百万円減少したこと等により、前事業年度末に比べ1,720百万円

減少し、10,242百万円に、当第２四半期末の純資産合計は、四半期純損失の計上による利益剰余金が261百

万円減少したことにより、前事業年度末に比べ261百万円減少し、1,484百万円となりました。

 

(3)キャッシュ・フローの状況

現金及び現金同等物は、第１四半期会計期間末に比べ171百万円減少し、359百万円となりました。

  当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま
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す。

  ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失190百万円、たな卸資産の減少

       963百万円等により、1,096百万円の増加となりました。

　ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入54百万円等により、52百　

　　　万円の増加となりました。

　ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少560百万円、長期借入金の返済　　　　       

による支出747百万円等により、1,320百万円の減少となりました。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期会計期間において、第1四半期会計期間末に計画した重要な設備の新設、除去等について、

重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除去等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 62,592

計 62,592

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 19,672 19,672

大阪証券取引所
（ニッポン・ニュー
・マーケット-「ヘ
ラクレス」）

権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式

計 19,672 19,672 ― ―

(注)提出日現在の発行数には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式の数は、含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであり
ます。
平成15年6月23日定時株主総会決議（平成15年12月17日取締役会決議）

第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数 7

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 28

新株予約権の行使時の払込金額 45,000

新株予約権の行使期間 平成17年６月24日から平成25年３月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　　45,000
資本組入額　22,500

新株予約権の行使の条件 （注３）

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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(注) １　新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式

により新株予約権の目的たる株式の数は調整されます。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち当該時点で

権利行使がなされていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満

の端数についてはこれを切り捨てます。

　　     調整後株式数　＝　調整前付与株式数　×　分割・併合の比率

         また、発行日以降に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が

他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合等、株式数の

調整を必要とする事由が生じたときは、合併、株式交換又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株

式数を調整します。

     ２　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合には、次の算式によって払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げます。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
1

分割・併合の比率

    また、新株予約権発行後当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行によ

る公募増資の場合、新株予約権の行使及び平成14年４月１日改正前商法第341条ノ８の規定に基づく新株引受

権付社債にかかる新株引受権の行使によるものを除く)には次の算式により払込金額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は切り上げます。

既発行株式数＋
新規発行株式数 ＋ １株あたり払込金額

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　　上記算式において、「既発行株式数」には当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」

を「処分前の株価」に読み替えるものとします。

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交

換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合等、払込金額の調整を必要

とする事由が生じたときは、合併、株式交換又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調

整します。

３　新株予約権の行使の条件

(1) 権利行使時点において当社取締役、監査役又は従業員の地位を有していることを要します。但し、任期　

　  満了による退任、定年による退職又はその他取締役会において認められた正当な理由がある場合はこの

    限りではありません。

(2) 新株予約権を付与された者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、相続は認められませ　　　　

　　ん。但し、業務上にかかる原因で新株予約権者が死亡した場合に限り、取締役会の決議を条件としてそ　

　　の相続人が権利を行使できます。

(3) その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と対象取締役及び従業員との間で

　　締結する新株予約権付与契約において定めております。

４　平成16年12月13日開催の取締役会決議により、平成17年２月20日付で１株を２株に分割しております。また、平

成17年11月14日開催の取締役会決議により、平成17年12月10日付で１株を２株に分割しております。新株予約

権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発

行価格及び資本組入額は、これによる調整後のものであります。

　

平成15年６月23日定時株主総会決議(平成16年３月15日取締役会決議)
第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数 147

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 588

新株予約権の行使時の払込金額 55,000

新株予約権の行使期間 平成17年６月24日から平成25年３月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　　55,000
資本組入額　27,500

新株予約権の行使の条件 （注３）
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新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

(注) １　新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式

により新株予約権の目的たる株式の数は調整されます。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち当該時点で

権利行使がなされていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満

の端数についてはこれを切り捨てます。　

　　調整後株式数　＝　調整前付与株式数　×　分割・併合の比率

　　また、発行日以降に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他

社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合等、株式数の調

整を必要とする事由が生じたときは、合併、株式交換又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式

数を調整します。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合には、次の算式によって払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げます。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
1

分割・併合の比率
　　また、新株予約権発行後当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行による

公募増資の場合、新株予約権の行使及び平成14年４月１日改正前商法第341条ノ８の規定に基づく新株引受権

付社債にかかる新株引受権の行使によるものを除く)には次の算式により払込金額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げます。

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 ＋ １株あたり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　　上記算式において、「既発行株式数」には当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」

を「処分前の株価」に読み替えるものとします。

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交

換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合等、払込金額の調整を必要

とする事由が生じたときは、合併、株式交換又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調

整します。

３　新株予約権の行使の条件

(1) 権利行使時点において当社取締役、監査役又は従業員の地位を有していることを要します。但し、任期　

　  満了による退任、定年による退職又はその他取締役会において認められた正当な理由がある場合はこの

    限りではありません。

(2) 新株予約権を付与された者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、相続は認められませ　　　　

　　ん。但し、業務上にかかる原因で新株予約権者が死亡した場合に限り、取締役会の決議を条件としてそ　

　　の相続人が権利を行使できます。

(3) その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と対象取締役及び従業員との間で

　　締結する新株予約権付与契約において定めております。

４　平成16年12月13日開催の取締役会決議により、平成17年２月20日付で１株を２株に分割しております。また、平

成17年11月14日開催の取締役会決議により、平成17年12月10日付で１株を２株に分割しております。新株予約

権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発

行価格及び資本組入額は、これによる調整後のものであります。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年７月１日～
平成20年９月30日

－ 19,672 － 319,515 － 263,813

　

　

(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

岡本　英 東京都世田谷区 8,238 41.88

昭栄電気工具株式会社 東京都世田谷区東玉川2-6-7 1,646 8.37

自見信也 東京都目黒区 1,016 5.16

小林英夫 東京都小平市 588 2.99

小菅英雄 東京都大田区 502 2.55

株式会社メティウスフーズ 東京都千代田区平河町1-9-3 480 2.44

河野信之 東京都調布市 374 1.90

生田正剛 鳥取県日野郡日野町 342 1.74

ラ・アトレ社員持株会 東京都港区南麻布4-11-30 278 1.41

栗林　徹 東京都世田谷区 264 1.34

計 ― 13,728 69.78
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　19,672 19,672
権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 19,672 ― ―

総株主の議決権 ― 19,672 ―

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　4月

　
　5月

　
　6月

　
　7月

　
　8月

　
9月

最高(円) 105,00096,100 88,900 82,600 72,000 40,000

最低(円) 89,500 88,000 81,200 65,000 40,000 21,500

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所市場（ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」）におけるものであ

ります。

　

３ 【役員の状況】

(1) 取締役の状況

役員人事及び担当職務の異動

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

専務取締役
経営管理部担当

専務取締役
経営企画戦略部、第６事業部　担当

自見信也 平成20年10月17日

取締役
第６事業部、不動産管理事業部　担当

取締役
経理財務部、総務部　担当

栗林　徹 平成20年10月17日
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第５ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間(平成20年７月１日か

ら平成20年９月30日まで)及び当第２四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月３０日まで)の

四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３　四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第

２項により、当社では、子会社の資産、売上高等からみて、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理

的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 553,464 1,563,907

受取手形及び売掛金 12,174 11,519

有価証券 1,994 1,997

販売用不動産 8,041,001 8,452,797

商品 650 160

仕掛不動産 733,076 1,434,414

その他 300,977 124,666

貸倒引当金 △900 △700

流動資産合計 9,642,437 11,588,763

固定資産

有形固定資産 ※1
 1,997,904

※1
 2,011,646

無形固定資産 1,286 1,734

投資その他の資産 76,657 96,759

固定資産合計 2,075,848 2,110,139

繰延資産 8,798 9,810

資産合計 11,727,084 13,708,713

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 730,639 572,453

短期借入金 2,062,919 2,908,428

1年内返済予定の長期借入金 2,873,065 2,285,323

未払法人税等 1,723 113,350

引当金 6,500 6,000

その他 357,897 405,545

流動負債合計 6,032,744 6,291,101

固定負債

社債 430,000 472,500

長期借入金 3,400,013 4,907,438

引当金 20,214 18,963

その他 359,976 273,259

固定負債合計 4,210,204 5,672,161

負債合計 10,242,949 11,963,263

純資産の部

株主資本

資本金 319,515 319,515

資本剰余金 263,813 263,813

利益剰余金 900,807 1,162,121

株主資本合計 1,484,135 1,745,450

純資産合計 1,484,135 1,745,450

負債純資産合計 11,727,084 13,708,713
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 3,538,134

売上原価 3,213,608

売上総利益 324,525

販売費及び一般管理費 ※1
 545,410

営業損失（△） △220,885

営業外収益

受取利息 1,144

受取配当金 144

受取補償金 1,756

その他 445

営業外収益合計 3,491

営業外費用

支払利息 138,498

支払手数料 20,752

その他 2,205

営業外費用合計 161,456

経常損失（△） △378,850

税引前四半期純損失（△） △378,850

法人税、住民税及び事業税 265

法人税等調整額 △142,390

法人税等合計 △142,125

四半期純損失（△） △236,724
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 2,278,941

売上原価 2,112,776

売上総利益 166,164

販売費及び一般管理費 ※1
 279,621

営業損失（△） △113,456

営業外収益

受取利息 862

受取配当金 120

受取補償金 480

その他 315

営業外収益合計 1,778

営業外費用

支払利息 67,171

支払手数料 10,335

その他 1,351

営業外費用合計 78,857

経常損失（△） △190,536

税引前四半期純損失（△） △190,536

法人税、住民税及び事業税 132

法人税等調整額 △67,704

法人税等合計 △67,572

四半期純損失（△） △122,963
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △378,850

減価償却費 19,143

貸倒引当金の増減額（△は減少） 200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,251

賞与引当金の増減額（△は減少） 500

受取利息及び受取配当金 △1,288

支払利息 131,992

社債利息 6,506

支払手数料 19,260

社債発行費 1,012

売上債権の増減額（△は増加） △655

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,112,644

仕入債務の増減額（△は減少） 158,185

未払消費税等の増減額（△は減少） △22,392

その他 38,161

小計 1,085,671

利息及び配当金の受取額 1,292

利息の支払額 △137,962

支払手数料の支払額 △4,010

法人税等の支払額 △109,661

営業活動によるキャッシュ・フロー 835,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △44,666

定期預金の払戻による収入 123,121

積立預金の預入による支出 △35,260

積立預金の払戻による収入 29,706

有形固定資産の取得による支出 △5,374

貸付けによる支出 △300

貸付金の回収による収入 594

その他 4,915

投資活動によるキャッシュ・フロー 72,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △845,509

長期借入れによる収入 30,000

長期借入金の返済による支出 △949,684

社債の償還による支出 △52,500

配当金の支払額 △24,315

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,842,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △933,941

現金及び現金同等物の期首残高 1,293,148

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 359,206
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第２四半期会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

　

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　会計処理の原則及び手続の変更

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を第１

四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第2四半期累計期間の売上総利益が222,693千円の減少、営業損

失、経常損失及び税引前四半期純損失が222,693千円それぞれ増加しております。

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期累計期間

(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第2四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２　棚卸資産の評価方法

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。

３　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。

４　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に著

しい変化が認められた場合に、前事業年度決算において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングに

当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

※1　有形固定資産の減価償却累計額　77,931千円 ※1　有形固定資産の減価償却累計額　59,235千円
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(四半期損益計算書関係)

第２四半期累計期間

　
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月1日 
 至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

従業員給与手当　　 　151,189千円

退職給付費用　　　　 　1,251千円

貸倒引当金繰入額　　   　200千円

賞与引当金繰入額　　 　5,893千円

広告宣伝費　　     　107,568千円

販売手数料　　 　　 　84,776千円

　

第２四半期会計期間

当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月1日 
 至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

従業員給与手当　　  　74,741千円

退職給付費用　　　　  　 675千円

賞与引当金繰入額　  　 2,300千円

広告宣伝費　　 　 　　58,547千円

販売手数料　　    　　46,899千円

　

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金 553,464千円　　

預入期間が３か月超の定期預金 　　　　△194,257千円

現金及び現金同等物の四半期末残高 359,206千円
 

　

EDINET提出書類

株式会社ラ・アトレ(E04055)

四半期報告書

20/27



(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末（平成20年9月30日）及び当第２四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成

20年9月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 19,672

　

　

２　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月26日
定時株主総会

普通株式 24,590 1,250平成20年３月31日 平成20年６月27日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期会計期間におけるリース取引残高は前事業年度末に比べて著しい変動が認め

られないため、記載しておりません。

　

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があ

りません。

　

　

(デリバティブ取引関係)

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

　

(持分法損益等)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

75,444.08円 88,727.65円

　

２　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期累計期間

　
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純損失（△） △12,033.57円

(注)　１.潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損

失のため、記載しておりません。

　　　２．　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純損失（△）(千円) △236,724

普通株式に係る四半期純損失（△）(千円) △236,724

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(株) 19,672
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第２四半期会計期間

　
当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純損失（△） △6,250.69円

(注)　１.　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損

失のため、記載しておりません。

　　　２．　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純損失（△）(千円) △122,963

普通株式に係る四半期純損失（△）(千円) △122,963

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(株) 19,672

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月14日

株式会社ラ・アトレ

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　岡本　和巳　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　山岸　聡　　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ラ・アトレの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第19期事業年度の第２四半期会計期間(平

成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30

日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フ

ロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ラ・アトレの平成20年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め

られなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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